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2024（令和６）年に郡山市は市制施行 100 周年を迎えます!! 
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本市では、今年度より湖南町の猪苗代湖の湖水浴場を中心とした地域（湖南七浜）において、

オーバーユースを防ぎ、自然を保護しつつ適正に活用することにより持続可能な観光地域づくり

を目指す「湖南七浜利活用計画策定事業」を実施いたします。 

つきましては、将来的な同地区の整備に向けて、下記のとおり第１回「郡山市湖南七浜滞在環

境等上質化協議会」（※）を開催いたします。 

 

 

１ 日 時  10 月６日(金) 午前 11 時 ～ 午後 0 時 30 分 

２ 場 所  湖南行政センター会議室 

３ 出席者  裏面のとおり 

４ 内 容   (1) 会長・副会長の選任について 

       (2) 湖南七浜利用拠点整備改善計画作成の実施スケジュールについて 

 

 

（※）郡山市湖南七浜滞在環境等上質化協議会 

自然公園法第 16 条の２第１項の規定に基づき、磐梯朝日国立公園の一部である湖南町の湖南七浜の

利用にかかる地区の現況の把握や課題の整理等必要な協議を行い、観光基盤の整備・改善を図るため

の「湖南七浜利用拠点整備改善計画」を作成するための協議会です。 

計画は令和６（2024）年度中の作成を予定し、以降は計画に基づく持続可能な観光地域づくりを推 

進します。 

 

（参考） 自然公園法第16条の２第１項 

国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、

都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むも

のと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公

園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)につ

いて、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に

関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。  

湖南七浜の持続可能な観光地域づくりに向けて 

郡山市湖南七浜滞在環境等上質化協議会 

を初開催します 

ターゲット 17.17 

2023 年 10 月 5 日 

郡山市産業観光部 

観光課 

課長 箭内 勝則 

TEL：924－2628 

SDGｓ ターゲット 17.17 「効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する」 

湖南七浜 
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【委員】 (敬称略）

区分 区分・所属等 氏名

1 湖南町区長会① 佐藤　宗良

2 湖南町区長会② 村松　千尋

3 舘財産区管理会 鈴木　泰夫

4 横沢財産区管理会 三坂　利勝

5 舟津財産区管理会 大越　薫

6 福良北区長 武藤　良典

7 浜路財産区管理会 吉田　夘吉

8 浜路緑と水を守る会 西間木　渉

9 秋山船舶愛好会 三宅　正芳

10 郡山ボートクラブ 伊藤　俊男

11 郡山市観光協会 山口　勇

12 湖南町商工会 渡部　智子

13 宿泊事業者 大越　仁

14 NPO法人ホールアース研究所 和田　祐樹

15 報道機関 横山　郷彦

16 金融機関 株式会社東邦銀行 白岩　俊哉

17 郡山市（観光課） 箭内　勝則

18 湖南行政センター 片平　力也

19 有識者 事業統括アドバイザー 田中　伸彦

【オブザーバー】

区分 区分・所属等 氏名

1 環境省裏磐梯自然保護管理事務所 環境省裏磐梯自然保護管理事務所 黒江　隆太

【事務局】

区分 区分・所属等 氏名

1 郡山市役所
産業観光部観光課長補佐兼観光開発係
長

本田　陽一

2 郡山市役所 産業観光部観光課観光開発係 島村　直樹

3 株式会社R.project 事業推進本部本部長 國定　康子

4 株式会社R.project 事業推進本部地域開拓部 橋本　慧

地域住民（施設や土地の権限
を有するもの）

水面利活用

観光・商工団体

事業者

行政組織等
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